
≠)

㊨
積
寒
第
　
七
　
号

特
別
職
の
讐
貝
で
常
勤
の
も
の
の
袷
与
及
び
旅
聾
に
関
す
る
条
例
の
1
部

改
正
に
つ
S
て

次
の
と
か
わ
特
別
職
の
響
貝
で
常
功
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
噂
に
関
す
る
条
例
の
7
部
を
改
正
す
る
こ
と

に
つ
S
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
慈
律
空
ハ
十
七
号
)
第
九
十
六
条
発
表
の
規
定
に
ょ
カ
､
本

議
会
の
蒲
決
を
求
め
る
.

昭
和
五
十
四
年
三
月
十
日

三

朝

町

長

呼
称
五
始
等
苦
廿
言
渡
嚢
可
決
′

松

　

　

　

村

轟

　

　

　

成



こふ

長

三
朝
町
条
例
第

イ

　

　

掌

号

′

a

特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
め
1
部
を

改
正
す
る
条
例

特
別
職
の
敬
具
で
常
勤
の
も
の
の
埼
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
笥
五
号
)

の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

I

別
表
第
7
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

別
表
第
7
　
　
(
第
三
桑
鱒
係
)

町

名

助

●

収

入
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一
■

(
鳩
行
期
日
奪
)

こ
の
条
例
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
､
招
和
五
十
ゴ
年
四
月
7
日
か
ら
適
用
す
る
｡

(
給
与
の
内
払
)

ヽ

改
正
前
の
特
別
機
の
磯
負
で
常
勢
の
も
の
の
給
与
及
び
碑
蛍
に
鯛
す
る
条
例
の
規
定
に
華
つ
S
て
､
昭

和
五
十
三
年
四
月
f
日
か
ら
こ
の
条
例
の
庖
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
闇
に
､
特
別
職
の
磯
負
で
常
功
の
も
,

の
に
支
払
わ
れ
た
袷
与
は
'
改
正
後
の
特
別
機
の
敬
具
で
常
功
の
も
の
の
給
与
及
び
凍
費
に
関
す
る
条
例

の
規
定
に
ょ
る
給
与
の
内
払
と
み
表
す
｡
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